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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 61 条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備】 
 

要求事項との対比表 

61 条-1 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

 

 

 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

  

 

（原子炉冷却材圧力バウンダリ

を減圧するための設備） 

第六十一条 発電用原子炉施設

には、原子炉冷却材圧力バウン

ダリが高圧の状態であって、設

計基準事故対処設備が有する発

電用原子炉の減圧機能が喪失し

た場合においても炉心の著しい

損傷及び原子炉格納容器の破損

を防止するため、原子炉冷却材

圧力バウンダリを減圧するため

に必要な設備を施設しなければ

ならない。①，②，③，④，⑤，

⑥，⑦，⑧，⑨，⑩ 

 

【解釈】 

１ 第６１条に規定する「炉心

の著しい損傷」を「防止するた

め、原子炉冷却材圧力バウンダ

リを減圧するために必要な設

備」とは、以下に掲げる措置又は

これらと同等以上の効果を有す

る措置を行うための設備をい

う。 

 

（１）ロジックの追加 

ａ）原子炉水位低かつ低圧注水

系が利用可能な状態で、逃がし

安全弁を作動させる減圧自動化

ロジックを設けること（BWR の場

合）。①，② 

 

 

 

 

 

 原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の

状態であって，設計基準事故対処設備が有

する発電用原子炉の減圧機能が喪失した

場合においても炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損を防止するため，原子

炉冷却材圧力バウンダリを減圧するため

に必要な重大事故等対処設備として，主蒸

気逃がし安全弁，主蒸気逃がし安全弁を作

動させる代替自動減圧ロジック（代替自動

減圧機能）及び逃がし安全弁の作動に必要

な窒素ガス喪失時の減圧設備を設ける設

計とする。 

①-1，①-2，①-3【61 条 1】   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 発電用原子炉施設の一般構造 

(3) その他の主要な構造 

(f) 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧

するための設備 

 原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の

状態であって，設計基準事故対処設備が有

する発電用原子炉の減圧機能が喪失した

場合においても炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損を防止するため，原子

炉冷却材圧力バウンダリを減圧するため

に必要な重大事故等対処設備を設置及び

保管する。①-1 

ホ 原子炉冷却系統施設の構造及び設備 

(3) 非常用冷却設備 

(ⅱ)主要な機器及び管の個数及び構造 

b. 重大事故等対処設備 

(b) 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧

するための設備 

 原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の

状態であって，設計基準事故対処設備が有

する発電用原子炉の減圧機能が喪失した

場合においても炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損を防止するため，原子

炉冷却材圧力バウンダリを減圧するため

に必要な重大事故等対処設備を設置及び

保管する。□1 （①-1） 

 

 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧す

るための設備のうち，原子炉冷却材圧力バ

ウンダリが高圧時に炉心の著しい損傷及

び原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備□1（①-1）として逃がし安全弁を設

ける。①-2 

 

5. 原子炉冷却系統施設 

5.5  原子炉冷却材圧力バウンダリを減

圧するための設備 

5.5.1  概要 

 原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の

状態であって，設計基準事故対処設備が有

する発電用原子炉の減圧機能が喪失した

場合においても炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損を防止するため，原子

炉冷却材圧力バウンダリを減圧するため

に必要な重大事故等対処設備を設置及び

保管する。◇1 （①-1） 

 

 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧す

るための設備の系統概要図を第 5.5－1 図

及び第 5.5－2図に示す。◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.2  設計方針 

 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧す

るための設備のうち，原子炉冷却材圧力バ

ウンダリが高圧時に炉心の著しい損傷及

び原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備として逃がし安全弁を設ける。◇1

（①-1，①-2） 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いにより差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

3.4.3 主蒸気逃がし安全弁

による原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ高圧時の減圧 

計測制御系統施設 

3.2.2 原子炉冷却材圧力バ

ウンダリを減圧するための設

備 

5.2 原子炉冷却材圧力バウ

ンダリを減圧するための設備 

 

①-3 引用元：P19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 61 条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備】 
 

要求事項との対比表 

61 条-2 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

 

 

 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

（２）可搬型重大事故防止設備 

ａ）常設直流電源系統喪失時に

おいても、減圧用の弁（逃がし安

全弁（BWR の場合）又は主蒸気逃

がし弁及び加圧器逃がし弁（PWR

の場合））を作動させ原子炉冷却

材圧力バウンダリの減圧操作が

行えるよう、手動設備又は可搬

型代替直流電源設備を配備する

こと。④ 

 

ｂ）減圧用の弁が空気作動弁で

ある場合、減圧用の弁を作動さ

せ原子炉冷却材圧力バウンダリ

の減圧操作が行えるよう、可搬

型コンプレッサー又は窒素ボン

ベを配備すること。①，⑤ 

 

ｃ）減圧用の弁は、想定される重

大事故等が発生した場合の環境

条件において確実に作動するこ

と。⑨ 

  

― 以 下 余 白 ― 

 

 

 

 

 

 主蒸気逃がし安全弁の自動減圧機能が

喪失した場合の重大事故等対処設備とし

て使用する主蒸気逃がし安全弁は，代替自

動減圧ロジック（代替自動減圧機能）から

の信号により，主蒸気逃がし安全弁自動減

圧機能用アキュムレータに蓄圧された窒

素ガスをアクチュエータのピストンに供

給することで作動し，蒸気を排気管により

サプレッションチェンバのプール水面下

に導き凝縮させることで，原子炉冷却材圧

力バウンダリを減圧できる設計とする。 

②-1【61 条 2】  

 

 

 自動減圧機能が喪失した場合の重大事

故等対処設備として使用する代替自動減

圧ロジック（代替自動減圧機能）は，原子

炉水位低（レベル 1）及び残留熱除去系ポ

ンプ運転（低圧注水モード）の場合に，主

蒸気逃がし安全弁用電磁弁を作動させる

ことにより，主蒸気逃がし安全弁を強制的

に開放し，原子炉冷却材圧力バウンダリを

減圧させることができる設計とする。な

お，18 個の主蒸気逃がし安全弁のうち，4

個がこの機能を有するとともに，自動減圧

系との干渉及び起動阻止スイッチの判断

操作の時間的余裕を考慮し，時間遅れを設

ける設計とする。 

②-2【61 条 3】  

 

 

(b-1) フロントライン系故障時に用いる

設備 

(b-1-1)原子炉減圧の自動化 

 逃がし安全弁の自動減圧機能が喪失し

た場合の重大事故等対処設備として，逃が

し安全弁は，代替自動減圧ロジック（代替

自動減圧機能）からの信号により，自動減

圧機能用アキュムレータに蓄圧された窒

素ガスをアクチュエータのピストンに供

給することで作動し，蒸気を排気管により

サプレッション・チェンバのプール水面下

に導き凝縮させることで，原子炉冷却材圧

力バウンダリを減圧できる設計とする。②

-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) フロントライン系故障時に用いる設

備 

a. 原子炉減圧の自動化 

 逃がし安全弁の自動減圧機能が喪失し

た場合の重大事故等対処設備として，逃が

し安全弁を代替自動減圧ロジック（代替自

動減圧機能）により作動させ使用する。 

 逃がし安全弁は，代替自動減圧ロジック

（代替自動減圧機能）からの信号により，

自動減圧機能用アキュムレータに蓄圧さ

れた窒素ガスをアクチュエータのピスト

ンに供給することで作動し，蒸気を排気管

によりサプレッション・チェンバのプール

水面下に導き凝縮させることで，原子炉冷

却材圧力バウンダリを減圧できる設計と

する。◇1 （②-1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いにより差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いにより差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

3.4.3 主蒸気逃がし安全弁

による原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ高圧時の減圧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設 

3.2.2 原子炉冷却材圧力バ

ウンダリを減圧するための設

備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-2 引用元：P20 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 61 条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備】 
 

要求事項との対比表 

61 条-3 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

 

 

 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 原子炉緊急停止失敗時に自動減圧系が

作動すると，高圧炉心注水系及び低圧注水

系から大量の冷水が注水され出力の急激

な上昇につながるため，自動減圧系の起動

阻止スイッチにより自動減圧系及び代替

自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）に

よる自動減圧を阻止できる設計とする。 

②-3【61 条 4】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお，原子炉緊急停止失敗時に自動減圧

系が作動すると，高圧炉心注水系及び低圧

注水系から大量の冷水が注水され出力の

急激な上昇につながるため，自動減圧系の

起動阻止スイッチにより自動減圧系及び

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機

能）による自動減圧を阻止する。□1 （②-

3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお，原子炉緊急停止失敗時に自動減圧

系が作動すると，高圧炉心注水系及び低圧

注水系から大量の冷水が注水され出力の

急激な上昇につながるため，自動減圧系の

起動阻止スイッチにより自動減圧系及び

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機

能）による自動減圧を阻止する。◇1 （②-

3） 

 主要な設備は，以下のとおりとする。 

・逃がし安全弁◇1 （②-1） 

・自動減圧機能用アキュムレータ◇1 （②-

1） 

・代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機

能）（6.8  原子炉冷却材圧力バウンダリ

を減圧するための設備）◇1 （②-1） 

・自動減圧系の起動阻止スイッチ（6.8 

原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧する

ための設備）◇1 （②-3） 

 

 その他，設計基準事故対処設備である非

常用交流電源設備を重大事故等対処設備

（設計基準拡張）として使用する。◇4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いにより差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設 

3.2.3 自動減圧機能作動阻

止 

 

 

 

 

②-3 引用元：P20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 61 条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備】 
 

要求事項との対比表 

61 条-4 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

 

 

 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

 主蒸気逃がし安全弁の自動減圧機能が

喪失した場合の重大事故等対処設備とし

て使用する主蒸気逃がし安全弁は，中央制

御室（「7 号機設備，6,7 号機共用」（以下

同じ。））からの遠隔手動操作により，主蒸

気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュム

レータ又は主蒸気逃がし安全弁自動減圧

機能用アキュムレータに蓄圧された窒素

ガスをアクチュエータのピストンに供給

することで作動し，蒸気を排気管によりサ

プレッションチェンバのプール水面下に

導き凝縮させることで，原子炉冷却材圧力

バウンダリを減圧できる設計とする。 

③-1，③-2【61 条 5】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b-1-2) 手動による原子炉減圧 

 逃がし安全弁の自動減圧機能が喪失し

た場合の重大事故等対処設備として，逃が

し安全弁は，③-1 中央制御室からの遠隔

手動操作により，逃がし弁機能用アキュム

レータ又は自動減圧機能用アキュムレー

タに蓄圧された窒素ガスをアクチュエー

タのピストンに供給することで作動し，蒸

気を排気管によりサプレッション・チェン

バのプール水面下に導き凝縮させること

で，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧で

きる設計とする。③-2，⑦-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 手動による原子炉減圧 

 逃がし安全弁の自動減圧機能が喪失し

た場合の重大事故等対処設備として，逃が

し安全弁を◇1（③-1）手動により作動させ

て使用する。◇1 （③-2，⑦-2） 

 逃がし安全弁は，中央制御室からの遠隔

手動操作により，逃がし弁機能用アキュム

レータ又は自動減圧機能用アキュムレー

タに蓄圧された窒素ガスをアクチュエー

タのピストンに供給することで作動し，蒸

気を排気管によりサプレッション・チェン

バのプール水面下に導き凝縮させること

で，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧で

きる設計とする。◇1 （③-2，⑦-2） 

 主要な設備は，以下のとおりとする。 

・逃がし安全弁◇1 （③-1） 

・逃がし弁機能用アキュムレータ◇1 （③-

2，⑦-2） 

・自動減圧機能用アキュムレータ◇1 （③-

2，⑦-2） 

・所内蓄電式直流電源設備（10.2 代替電

源設備）◇1 （⑥-2） 

・可搬型直流電源設備（6号及び 7号炉共

用）（10.2 代替電源設備）◇1 （④-1，⑥

-1） 

 

 本系統の流路として，主蒸気系配管及び

クエンチャを重大事故等対処設備として

使用する。◇1 （③-1，③-2） 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いにより差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

3.4.3 主蒸気逃がし安全弁

による原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ高圧時の減圧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 61 条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備】 
 

要求事項との対比表 

61 条-5 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

 

 

 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

 

 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧す

るための設備のうち，主蒸気逃がし安全弁

の機能回復のための重大事故等対処設備

として，可搬型直流電源設備及び逃がし安

全弁用可搬型蓄電池を使用できる設計と

する。 

④-1【61 条 6】  

 

 

 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧す

るための設備のうち，主蒸気逃がし安全弁

の機能回復のための重大事故等対処設備

として使用する可搬型直流電源設備は，主

蒸気逃がし安全弁の作動に必要な常設直

流電源系統が喪失した場合においても，AM

用切替装置（SRV）（125V,100A のものを 1

個）を切り替えることにより，主蒸気逃が

し安全弁（8個）の作動に必要な電源を供

給できる設計とする。 

④-2，④-3【61 条 7】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b-2) サポート系故障時に用いる設備 

(b-2-1) 常設直流電源系統喪失時の減圧 

 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧す

るための設備のうち，逃がし安全弁の機能

回復のための重大事故等対処設備として，

可搬型直流電源設備を使用する。④-1 

 

 

 

(b-2-1-1) 可搬型直流電源設備による逃

がし安全弁機能回復 

 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧す

るための設備のうち，逃がし安全弁の機能

回復のための重大事故等対処設備として，

可搬型直流電源設備は，逃がし安全弁の作

動に必要な常設直流電源系統が喪失した

場合においても，AM用切替装置（SRV）を

切り替えることにより，逃がし安全弁（8

個）の作動に必要な電源を供給できる設計

とする。④-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) サポート系故障時に用いる設備 

a. 常設直流電源系統喪失時の減圧 

 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧す

るための設備のうち，逃がし安全弁の機能

回復のための重大事故等対処設備として，

可搬型直流電源設備を使用する。◇1 （④-

1） 

 

 

(a) 可搬型直流電源設備による逃がし安

全弁機能回復 

 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧す

るための設備のうち，逃がし安全弁の機能

回復のための重大事故等対処設備として，

可搬型直流電源設備及び AM 用切替装置

（SRV）を使用する。◇1 （④-2） 

 可搬型直流電源設備は，逃がし安全弁の

作動に必要な常設直流電源系統が喪失し

た場合においても，AM用切替装置（SRV）

を切り替えることにより，逃がし安全弁（8

個）の作動に必要な電源を供給できる設計

とする。◇1 （④-2） 

 主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型直流電源設備（6号及び 7号炉共

用）（10.2 代替電源設備）◇1 （④-2） 

・AM 用切替装置（SRV）◇1 （④-2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いにより差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いにより差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常用電源設備 

3.3 逃がし安全弁用可搬型

直流電源設備 

 

 

 

 

 

 

非常用電源設備 

3.3 逃がし安全弁用可搬型

直流電源設備 

 

 

 

 

 

 

 

④-3 引用元：P18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 61 条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備】 
 

要求事項との対比表 

61 条-6 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

 

 

 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

 

 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧す

るための設備のうち，主蒸気逃がし安全弁

の機能回復のための重大事故等対処設備

として使用する逃がし安全弁用可搬型蓄

電池は，主蒸気逃がし安全弁の作動に必要

な常設直流電源系統が喪失した場合にお

いても，主蒸気逃がし安全弁の作動回路に

接続することにより，主蒸気逃がし安全弁

（2 個）を一定期間にわたり連続して開状

態を保持できる設計とする。 

④-4【61 条 8】  

 

 

 

 

 

 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧す

るための設備のうち，主蒸気逃がし安全弁

の機能回復のための重大事故等対処設備

として使用する逃がし安全弁の作動に必

要な窒素ガス喪失時の減圧設備は，主蒸気

逃がし安全弁の作動に必要な主蒸気逃が

し安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ

及び主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用

アキュムレータの充填圧力が喪失した場

合において，高圧窒素ガスボンベにより主

蒸気逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガ

スを供給できる設計とする。 

⑤-1，⑤-2【61 条 9】  

 

 

 

(b-2-1-2) 逃がし安全弁用可搬型蓄電池

による逃がし安全弁機能回復 

 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧す

るための設備のうち，逃がし安全弁の機能

回復のための重大事故等対処設備として，

逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，逃がし安

全弁の作動に必要な常設直流電源系統が

喪失した場合においても，逃がし安全弁の

作動回路に接続することにより，逃がし安

全弁（2個）を一定期間にわたり連続して

開状態を保持できる設計とする。④-4 

 

 

 

 

 

(b-2-2) 逃がし安全弁の作動に必要な窒

素ガス喪失時の減圧 

 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧す

るための設備のうち，逃がし安全弁の機能

回復のための重大事故等対処設備として，

高圧窒素ガス供給系は，逃がし安全弁の作

動に必要な逃がし弁機能用アキュムレー

タ及び自動減圧機能用アキュムレータの

充填圧力が喪失した場合において，逃がし

安全弁の作動に必要な窒素ガスを供給で

きる設計とする。⑤-1 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 逃がし安全弁用可搬型蓄電池による

逃がし安全弁機能回復 

 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧す

るための設備のうち，逃がし安全弁の機能

回復のための重大事故等対処設備として，

逃がし安全弁用可搬型蓄電池を使用する。 

 逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，逃がし

安全弁の作動に必要な常設直流電源系統

が喪失した場合においても，逃がし安全弁

の作動回路に接続することにより，逃がし

安全弁（2個）を一定期間にわたり連続し

て開状態を保持できる設計とする。◇1（④-

4） 

 主要な設備は，以下のとおりとする。 

・逃がし安全弁用可搬型蓄電池◇1 （④-4） 

 

b. 逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガ

ス喪失時の減圧 

 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧す

るための設備のうち，逃がし安全弁の機能

回復のための重大事故等対処設備として，

高圧窒素ガス供給系を使用する。 

 高圧窒素ガス供給系は，逃がし安全弁の

作動に必要な逃がし弁機能用アキュムレ

ータ及び自動減圧機能用アキュムレータ

の充填圧力が喪失した場合において，逃が

し安全弁の作動に必要な窒素ガスを供給

できる設計とする。◇1 （⑤-1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いにより差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いにより差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常用電源設備 

3.3 逃がし安全弁用可搬型

直流電源設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設 

5.2 原子炉冷却材圧力バウ

ンダリを減圧するための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤-2 引用元：P7 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 61 条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備】 
 

要求事項との対比表 

61 条-7 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

 

 

 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 高圧窒素ガスボンベの圧力が低下した

場合は，現場で高圧窒素ガスボンベの切替

え及び取替えが可能な設計とする。 

⑤-3【61 条 10】  

 

 

 

 

 逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガス

喪失時の減圧設備の流路として，主蒸気逃

がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレー

タ，主蒸気逃がし安全弁自動減圧機能用ア

キュムレータ及び配管貫通部を重大事故

等対処設備として使用することから，流路

に係る機能について重大事故等対処設備

として設計する。 

⑤-4【61 条 11】   

 

 

 

 

 全交流動力電源又は常設直流電源が喪

失した場合の重大事故等対処設備として

使用する主蒸気逃がし安全弁は，可搬型直

流電源設備又は逃がし安全弁用可搬型蓄

電池により作動に必要な直流電源が供給

されることにより機能を復旧し，原子炉冷

却材圧力バウンダリを減圧できる設計と

する。 

⑥-1【61 条 12】  

 

 

 

 

 なお，高圧窒素ガスボンベの圧力が低下

した場合は，現場で高圧窒素ガスボンベの

切替え及び取替えが可能な設計とする。⑤

-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b-2-3) 代替電源設備を用いた逃がし安

全弁の復旧 

(b-2-3-1) 代替直流電源設備による復旧 

 全交流動力電源又は常設直流電源が喪

失した場合の重大事故等対処設備として，

逃がし安全弁は，可搬型直流電源設備によ

り作動に必要な直流電源が供給されるこ

とにより機能を復旧し，原子炉冷却材圧力

バウンダリを減圧できる設計とする。⑥-

1 

 

 

 

 

 

 

 なお，高圧窒素ガスボンベの圧力が低下

した場合は，現場で高圧窒素ガスボンベの

切替え及び取替えが可能な設計とする。◇1

（⑤-3） 

 主要な設備は，以下のとおりとする。 

・高圧窒素ガスボンベ⑤-2（6.8 原子炉

冷却材圧力バウンダリを減圧するための

設備） 

 本系統の流路として，高圧窒素ガス供給

系の配管及び弁並びに逃がし弁機能用ア

キュムレータ及び自動減圧機能用アキュ

ムレータを重大事故等対処設備として使

用する。⑤-4 

 

 その他，設計基準事故対処設備である逃

がし安全弁を重大事故等対処設備として

使用する。◇1 （①-1，①-2） 

 

c. 代替電源設備を用いた逃がし安全弁

の復旧 

(a) 代替直流電源設備による復旧 

 全交流動力電源又は常設直流電源が喪

失した場合の重大事故等対処設備として，

可搬型直流電源設備を使用する。 

 逃がし安全弁は，可搬型直流電源設備に

より作動に必要な直流電源が供給される

ことにより機能を復旧し，原子炉冷却材圧

力バウンダリを減圧できる設計とする。◇1

（⑥-1） 

 主要な設備は，以下のとおりとする。 

・可搬型直流電源設備（6号及び 7号炉共

用）（10.2 代替電源設備）◇1 （⑥-1） 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いにより差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いにより差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いにより差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設 

5.2 原子炉冷却材圧力バウ

ンダリを減圧するための設備 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設 

5.2 原子炉冷却材圧力バウ

ンダリを減圧するための設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

3.4.3 主蒸気逃がし安全弁

による原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ高圧時の減圧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 61 条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備】 
 

要求事項との対比表 

61 条-8 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

 

 

 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

 全交流動力電源又は常設直流電源が喪

失した場合の重大事故等対処設備として

使用する主蒸気逃がし安全弁は，常設代替

交流電源設備又は可搬型代替交流電源設

備により所内蓄電式直流電源設備を受電

し，作動に必要な直流電源が供給されるこ

とにより機能を復旧し，原子炉冷却材圧力

バウンダリを減圧できる設計とする。 

⑥-2【61 条 13】  

 

 

 

 

 

 

 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧す

るための設備のうち，炉心損傷時に原子炉

冷却材圧力バウンダリが高圧状態である

場合において，高圧溶融物放出及び格納容

器雰囲気直接加熱による原子炉格納容器

の破損を防止するための重大事故等対処

設備として使用する主蒸気逃がし安全弁

は，中央制御室からの遠隔手動操作によ

り，主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用ア

キュムレータ又は主蒸気逃がし安全弁自

動減圧機能用アキュムレータに蓄圧され

た窒素ガスをアクチュエータのピストン

に供給することで作動し，蒸気を排気管に

よりサプレッションチェンバのプール水

面下に導き凝縮させることで，原子炉冷却

材圧力バウンダリを減圧できる設計とす

る。 

⑦-1，⑦-2【61 条 14】  

(b-2-3-2) 代替交流電源設備による復旧 

 全交流動力電源又は常設直流電源が喪

失した場合の重大事故等対処設備として，

逃がし安全弁は，常設代替交流電源設備又

は可搬型代替交流電源設備により所内蓄

電式直流電源設備を受電し，作動に必要な

直流電源が供給されることにより機能を

復旧し，原子炉冷却材圧力バウンダリを減

圧できる設計とする。⑥-2 

 

 

 

 

 

 

 

(b-3) 炉心損傷時における高圧溶融物放

出／格納容器雰囲気直接加熱の防止 

 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧す

るための設備のうち，炉心損傷時に原子炉

冷却材圧力バウンダリが高圧状態である

場合において，高圧溶融物放出及び格納容

器雰囲気直接加熱による原子炉格納容器

の破損を防止するための重大事故等対処

設備として，⑦-1 本系統は，(b-1-2) 手

動による原子炉減圧と同じである。□3  

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 代替交流電源設備による復旧 

 全交流動力電源又は常設直流電源が喪

失した場合の重大事故等対処設備として，

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交

流電源設備を使用する。◇1 （⑥-2） 

 逃がし安全弁は，常設代替交流電源設備

又は可搬型代替交流電源設備により所内

蓄電式直流電源設備を受電し，作動に必要

な直流電源が供給されることにより機能

を復旧し，原子炉冷却材圧力バウンダリを

減圧できる設計とする。◇1 （⑥-2） 

 主要な設備は，以下のとおりとする。 

・常設代替交流電源設備（6号及び 7号炉

共用）（10.2 代替電源設備）◇1 （⑥-2） 

・可搬型代替交流電源設備（6号及び 7号

炉共用）（10.2 代替電源設備）◇1 （⑥-2） 

(3) 炉心損傷時における高圧溶融物放出

／格納容器雰囲気直接加熱の防止 

 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧す

るための設備のうち，炉心損傷時に原子炉

冷却材圧力バウンダリが高圧状態である

場合において，高圧溶融物放出及び格納容

器雰囲気直接加熱による原子炉格納容器

の破損を防止するための重大事故等対処

設備として，逃がし安全弁を使用する。◇1

（⑦-1） 

 本系統は，「(1) b．手動による原子炉減

圧」と同じである。◇2  

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いにより差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いにより差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

3.4.3 主蒸気逃がし安全弁

による原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ高圧時の減圧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

3.4.3 主蒸気逃がし安全弁

による原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ高圧時の減圧 

 

 

 

 

 

 

(b-1-2) 手動による原子炉減

圧：P4 

 

 

 

 

 

⑦-2 引用元：P4 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 61 条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備】 
 

要求事項との対比表 

61 条-9 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

 

 

 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

 

 インターフェイスシステム LOCA 発生時

の重大事故等対処設備として使用する主

蒸気逃がし安全弁は，中央制御室からの手

動操作によって作動させ，原子炉冷却材圧

力バウンダリを減圧させることで原子炉

冷却材の漏えいを抑制できる設計とする。 

⑧-1【61 条 15】  

 

 

 

 インターフェイスシステム LOCA 発生時

の重大事故等対処設備として使用する燃

料取替床ブローアウトパネル（設置枚数 7

枚，開放差圧 3.53kPa 以下）（原子炉格納

施設の設備を原子炉冷却系統施設の設備

として兼用）は，高圧の原子炉冷却材が原

子炉建屋原子炉区域へ漏えいして蒸気と

なり，原子炉建屋原子炉区域内の圧力が上

昇した場合において，外気との差圧により

自動的に開放し，原子炉建屋原子炉区域内

の圧力及び温度を低下させることができ

る設計とする。 

⑧-2【61 条 16】  

 

 インターフェイスシステム LOCA 発生時

の重大事故等対処設備として使用する高

圧炉心注水系注入隔離弁（E22-F003B,C）

は，現場で弁を操作することにより原子炉

冷却材の漏えい箇所を隔離できる設計と

する。⑧-3【61 条 17】  

 

 

(b-4) インターフェイスシステム LOCA 発

生時に用いる設備 

 インターフェイスシステム LOCA 発生時

の重大事故等対処設備として，逃がし安全

弁は，中央制御室からの手動操作によって

作動させ，原子炉冷却材圧力バウンダリを

減圧させることで原子炉冷却材の漏えい

を抑制できる設計とする。⑧-1 

 

 

 

 

 原子炉建屋ブローアウトパネルは，高圧

の原子炉冷却材が原子炉建屋原子炉区域

へ漏えいして蒸気となり，原子炉建屋原子

炉区域内の圧力が上昇した場合において，

外気との差圧により自動的に開放し，原子

炉建屋原子炉区域内の圧力及び温度を低

下させることができる設計とする。⑧-2 

 

 

 

 

 

 

 

 高圧炉心注水系注入隔離弁は，現場で弁

を操作することにより原子炉冷却材の漏

えい箇所を隔離できる設計とする。⑧-3 

 

 

 

 

 

(4) インターフェイスシステム LOCA 発生

時に用いる設備 

 インターフェイスシステム LOCA 発生時

の重大事故等対処設備として，逃がし安全

弁，原子炉建屋ブローアウトパネル及び高

圧炉心注水系注入隔離弁を使用する。 

 逃がし安全弁は，中央制御室からの手動

操作によって作動させ，原子炉冷却材圧力

バウンダリを減圧させることで原子炉冷

却材の漏えいを抑制できる設計とする。◇1

（⑧-1） 

 

 原子炉建屋ブローアウトパネルは，高圧

の原子炉冷却材が原子炉建屋原子炉区域

へ漏えいして蒸気となり，原子炉建屋原子

炉区域内の圧力が上昇した場合において，

外気との差圧により自動的に開放し，原子

炉建屋原子炉区域内の圧力及び温度を低

下させることができる設計とする。◇1（⑧

-2） 

 

 

 

 

 

 

 高圧炉心注水系注入隔離弁は，現場で弁

を操作することにより原子炉冷却材の漏

えい箇所を隔離できる設計とする。◇1（⑧

-3） 

 主要な設備は，以下のとおりとする。 

・原子炉建屋ブローアウトパネル◇1 （⑧-

2） 

・逃がし安全弁◇1 （⑧-1） 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いにより差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いにより差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いにより差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

11. インターフェイスシス

テムLOCA発生時に用いる設備 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

11. インターフェイスシス

テムLOCA発生時に用いる設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

11. インターフェイスシス

テムLOCA発生時に用いる設備 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 61 条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備】 
 

要求事項との対比表 

61 条-10 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

 

 

 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお，設計基準事故対処設備である高圧

炉心注水系注入隔離弁（E22-F003B,C）を

重大事故等対処設備（設計基準拡張）とし

て使用することから，重大事故等対処設備

としての設計を行う。 

⑧-4，⑩【61条 18】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・逃がし弁機能用アキュムレータ◇1 （⑦-

2） 

・自動減圧機能用アキュムレータ◇1 （⑦-

2） 

・所内蓄電式直流電源設備（10.2 代替電

源設備）◇1 （⑥-2） 

・可搬型直流電源設備（6号及び 7号炉共

用）（10.2 代替電源設備）◇1 （④-1，⑥

-1） 

 

 本系統の流路として，主蒸気系配管及び

クエンチャを重大事故等対処設備として

使用する。◇1 （⑧-1） 

 

 なお，設計基準事故対処設備である高圧

炉心注水系注入隔離弁を重大事故等対処

設備（設計基準拡張）として使用する。⑧-

4 

 

 高圧炉心注水系注入隔離弁については，

「5.3 非常用炉心冷却系」に記載する。 

 代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機

能），自動減圧系の起動阻止スイッチ及び

高圧窒素ガスボンベについては，「6.8 原

子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するた

めの設備」に記載する。◇2  

 非常用交流電源設備については，「10.1 

非常用電源設備」に記載する。◇2  

 所内蓄電式直流電源設備，可搬型直流電

源設備，常設代替交流電源設備及び可搬型

代替交流電源設備については，「10.2 代

替電源設備」に記載する。◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いにより差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

11. インターフェイスシス

テムLOCA発生時に用いる設備 
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【第 61 条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備】 
 

要求事項との対比表 

61 条-11 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

 

 

 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

 

 

 

（多様性，位置的分散） 

 基本方針については，「5.1.2 多様性，

位置的分散等」に示す。Ⅰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.2.1  多様性，位置的分散 

 基本方針については，「1.1.7.1 多様

性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。

Ⅰ 

 逃がし安全弁，逃がし弁機能用アキュム

レータ及び自動減圧機能用アキュムレー

タは，設計基準事故対処設備と重大事故等

対処設備としての安全機能を兼ねる設備

であるが，想定される重大事故等時に必要

となる個数に対して十分に余裕をもった

個数を分散して設置する設計とする。◇5  

 逃がし安全弁は，中央制御室からの手動

操作又は代替自動減圧ロジック（代替自動

減圧機能）からの信号により作動すること

で，自動減圧機能による作動に対して多様

性を有する設計とする。また，逃がし安全

弁は，所内蓄電式直流電源設備及び可搬型

直流電源設備からの給電により作動する

ことで，非常用直流電源設備からの給電に

よる作動に対して多様性を有する設計と

する。代替自動減圧ロジック（代替自動減

圧機能）の多様性，位置的分散については

「6.8 原子炉冷却材圧力バウンダリを減

圧させるための設備」に記載し，所内蓄電

式直流電源設備及び可搬型直流電源設備

の多様性，位置的分散については「10.2 

代替電源設備」に記載する。◇2  

 逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，共通要

因によって同時に機能を損なわないよう，

蓄電池（非常用）及び AM用直流 125V 蓄電

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いにより差異あり。 

・技術基準規則 54 条の要求事

項に関する基本方針につい

て，呼び込む旨を記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の基本設計方針には記載

しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 61 条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備】 
 

要求事項との対比表 

61 条-12 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

 

 

 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（悪影響防止） 

 基本方針については，「5.1.3 悪影響防

止等」に示す。Ⅱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池に対して異なる種類の蓄電池を用いる

ことで多様性を有する設計とする。◇5  

 逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，原子炉

建屋内の原子炉区域外及びコントロール

建屋と異なる区画の原子炉建屋内の原子

炉区域外に分散して保管することで，コン

トロール建屋の蓄電池（非常用）及び原子

炉建屋内の原子炉区域外のAM用直流125V

蓄電池と共通要因によって同時に機能を

損なわないよう位置的分散を図る設計と

する。◇5  

 

5.5.2.2  悪影響防止 

 基本方針については，「1.1.7.1 多様

性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。

Ⅱ 

 逃がし安全弁，逃がし弁機能用アキュム

レータ及び自動減圧機能用アキュムレー

タは，設計基準事故対処設備として使用す

る場合と同じ系統構成で重大事故等対処

設備として使用することにより，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。◇5  

 逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，通常時

は逃がし安全弁用可搬型蓄電池を接続先

の系統と分離して保管し，重大事故等時に

接続操作等により重大事故等対処設備と

しての系統構成とすることで，他の設備に

悪影響を及ぼさない設計とする。逃がし安

全弁用可搬型蓄電池は，治具による固定等

をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさ

ない設計とする。◇5  

 AM 用切替装置（SRV）は，通常時は設計

基準対象施設として使用する場合と同じ

系統構成とし，重大事故等時に遮断器操作

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いにより差異あり。 

・技術基準規則 54 条の要求事

項に関する基本方針につい

て，呼び込む旨を記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の基本設計方針には記載

しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 61 条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備】 
 

要求事項との対比表 

61 条-13 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

 

 

 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（共用の禁止） 

 該当なし Ⅲ 

 

（容量等） 

 基本方針については，「5.1.4 容量等」

に示す。Ⅳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等により重大事故等対処設備としての系

統構成とすることで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。◇5  

 原子炉建屋ブローアウトパネルは，他の

設備と独立して作動することにより，他の

設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

 また，原子炉建屋ブローアウトパネル

は，開放動作により，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。◇5  

 

 

 

 

5.5.2.3  容量等 

 基本方針については，「1.1.7.2 容量

等」に示す。Ⅳ 

 逃がし安全弁は，設計基準事故対処設備

の逃がし安全弁と兼用しており，設計基準

事故対処設備としての弁吹出量が，想定さ

れる重大事故等時において，原子炉冷却材

圧力バウンダリを減圧するために必要な

弁吹出量に対して十分であるため，設計基

準事故対処設備と同仕様で設計する。◇5  

 自動減圧機能用アキュムレータは，設計

基準事故対処設備の逃がし安全弁の自動

減圧機能用アキュムレータと兼用してお

り，設計基準事故対処設備としての自動減

圧機能用アキュムレータの容量が，想定さ

れる重大事故等時において，原子炉冷却材

圧力バウンダリを減圧するための逃がし

安全弁の開動作に必要な供給窒素の容量

に対して十分であるため，設計基準事故対

処設備と同仕様で設計する。◇5  

 逃がし弁機能用アキュムレータは，設計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・共用の禁止に該当する記載

なし。 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いにより差異あり。 

・技術基準規則 54 条の要求事

項に関する基本方針につい

て，呼び込む旨を記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の基本設計方針には記載

しない。 

 

施設の基本設計方針には記載

しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 61 条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備】 
 

要求事項との対比表 

61 条-14 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

 

 

 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（環境条件等） 

 基本方針については，「5.1.5 環境条件

等」に示す。Ⅴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準対象施設の逃がし安全弁の逃がし弁

機能用アキュムレータと兼用しており，設

計基準対象施設としての逃がし弁機能用

アキュムレータの容量が，想定される重大

事故等時において，原子炉冷却材圧力バウ

ンダリを減圧するための逃がし安全弁の

開動作に必要な供給窒素の容量に対して

十分であるため，設計基準対象施設と同仕

様で設計する。◇5  

 逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，想定さ

れる重大事故等時において，逃がし安全弁

2 個を一定期間にわたり連続して開状態

を保持できる容量を有するものを 6 号及

び 7 号炉それぞれで 1 セット 1 個使用す

る。保有数は 6号及び 7号炉それぞれで 1

セット 1個に加えて，故障時及び保守点検

による待機徐外時のバックアップ用とし

て 1個（6号及び 7号炉共用）の合計 3個

を保管する。◇5  

 原子炉建屋ブローアウトパネルは，想定

される重大事故等時において，原子炉建屋

原子炉区域内に漏えいした蒸気を原子炉

建屋外に排気して，原子炉建屋原子炉区域

内の圧力及び温度を低下させるために必

要となる容量を有する設計とする。◇5  

 

5.5.2.4  環境条件等 

 基本方針については，「1.1.7.3 環境条

件等」に示す。Ⅴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いによる差異あり。 

・技術基準規則 54 条の要求事

項に関する基本方針につい

て，呼び込む旨を記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の基本設計方針には記載

しない。 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 61 条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備】 
 

要求事項との対比表 

61 条-15 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

 

 

 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

 主蒸気逃がし安全弁は，想定される重大

事故等時に確実に作動するように，原子炉

格納容器内に設置し，制御用空気が喪失し

た場合に使用する逃がし安全弁の作動に

必要な窒素ガス喪失時の減圧設備の高圧

窒素ガスボンベの容量の設定も含めて，想

定される重大事故等時における環境条件

を考慮した設計とする。操作は，中央制御

室で可能な設計とする。 

⑨-1【61 条 19】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 逃がし安全弁は，想定される重大事故等

時に確実に作動するように，原子炉格納容

器内に設置し，制御用空気が喪失した場合

に使用する高圧窒素ガス供給系の高圧窒

素ガスボンベの容量の設定も含めて，想定

される重大事故等時における環境条件を

考慮した設計とする。操作は，中央制御室

で可能な設計とする。⑨-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 逃がし安全弁は，想定される重大事故等

時に確実に作動するように，原子炉格納容

器内に設置し，制御用空気が喪失した場合

に使用する高圧窒素ガス供給系の高圧窒

素ガスボンベの容量の設定も含めて，想定

される重大事故等時における環境条件を

考慮した設計とする。◇1 （⑨-1） 

 逃がし安全弁の操作は，想定される重大

事故等時において中央制御室で可能な設

計とする。◇1 （⑨-1） 

 また，原子炉格納容器内へスプレイを行

うことにより，逃がし安全弁近傍の格納容

器温度を低下させることが可能な設計と

する。◇5  

 逃がし弁機能用アキュムレータ及び自

動減圧機能用アキュムレータは，原子炉格

納容器内に設置し，想定される重大事故等

時における環境条件を考慮した設計とす

る。◇5  

 逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，原子炉

建屋内の原子炉区域外に保管及び設置し，

想定される重大事故等時における環境条

件を考慮した設計とする。◇5  

 逃がし安全弁用可搬型蓄電池の常設設

備との接続及び操作は，想定される重大事

故等時において，設置場所で可能な設計と

する。◇5  

 AM 用切替装置（SRV）は，中央制御室に

設置し，想定される重大事故等時における

環境条件を考慮した設計とする。◇5  

 AM 用切替装置（SRV）の操作は，想定さ

れる重大事故等時において，中央制御室で

可能な設計とする。◇5  

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いにより差異あり。 

・要求事項に対する設計の明

確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却系統施設（個別） 

3.4.3 主蒸気逃がし安全弁

による原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ高圧時の減圧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 61 条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備】 
 

要求事項との対比表 

61 条-16 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

 

 

 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

（操作性の確保） 

 基本方針については，「5.1.6 操作性及

び試験・検査性」に示す。Ⅵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 原子炉建屋ブローアウトパネルは，原子

炉建屋原子炉区域と屋外との境界に設置

し，想定される重大事故等時における環境

条件を考慮した設計とする。◇5  

 

5.5.2.5  操作性の確保 

 基本方針については，「1.1.7.4 操作性

及び試験・検査性」に示す。Ⅵ 

 逃がし安全弁，逃がし弁機能用アキュム

レータ及び自動減圧機能用アキュムレー

タは，想定される重大事故等時において，

設計基準事故対処設備として使用する場

合と同じ系統構成で重大事故等対処設備

として使用する設計とする。◇5  

 逃がし安全弁は，中央制御室の操作スイ

ッチにより操作が可能な設計とする。◇5  

 逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，想定さ

れる重大事故等時において，通常時の系統

構成から接続操作により速やかに切り替

えられる設計とする。◇5  

 逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，人力に

よる運搬が可能な設計とし，屋内のアクセ

スルートを通行してアクセス可能な設計

とするとともに，設置場所にて固縛による

固定等が可能な設計とする。◇5  

 逃がし安全弁用可搬型蓄電池の接続は，

ボルト・ネジ接続とし，一般的に用いられ

る工具を用いて確実に接続することがで

きる設計とする。◇5  

 AM 用切替装置（SRV）は，想定される重

大事故等時において，通常の系統構成から

遮断器操作等により速やかに切り替えら

れる設計とする。◇5  

 AM 用切替装置（SRV）は，中央制御室に

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いにより差異あり。 

・技術基準規則 54 条の要求事

項に関する基本方針につい

て，呼び込む旨を記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の基本設計方針には記載

しない。 
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【第 61 条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備】 
 

要求事項との対比表 

61 条-17 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

 

 

 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（試験検査） 

 基本方針については，「5.1.6 操作性

及び試験・検査性」に示す。Ⅶ 

 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て操作が可能な設計とする。◇5  

 原子炉建屋ブローアウトパネルは，想定

される重大事故等時において，他の系統と

切り替えることなく使用できる設計とす

る。◇5  

 原子炉建屋ブローアウトパネルは，原子

炉建屋原子炉区域内と外気との差圧によ

り自動的に開放する設計とする。◇5  

 

5.5.3  主要設備及び仕様 

 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧す

るための設備の主要機器仕様を第 5.5－1

表に示す。◇2  

 

5.5.4  試験検査 

 基本方針については，「1.1.7.4 操作性

及び試験・検査性」に示す。Ⅶ 

 

 逃がし安全弁，逃がし弁機能用アキュム

レータ及び自動減圧機能用アキュムレー

タは，発電用原子炉の停止中に機能・性能

及び漏えいの有無の確認並びに外観の確

認が可能な設計とする。また，逃がし安全

弁は，発電用原子炉の停止中に分解が可能

な設計とする。◇5  

 逃がし安全弁用可搬型蓄電池は，発電用

原子炉の運転中又は停止中に，機能・性能

及び外観の確認が可能な設計とする。◇5  

 AM 用切替装置（SRV）は，発電用原子炉

の停止中に，機能・性能及び外観の確認が

可能な設計とする。◇5  

 

 原子炉建屋ブローアウトパネルは，発電

用原子炉の運転中又は停止中に，外観の確

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表

現の違いにより差異あり。 

・技術基準規則 54 条の要求事

項に関する基本方針につい

て，呼び込む旨を記載。 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の基本設計方針には記載

しない。 

 

 

 

 

― 以 下 余 白 ― 
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【第 61 条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備】 
 

要求事項との対比表 

61 条-18 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

 

 

 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

 

 

［常設重大事故等対処設備］ 

逃がし安全弁□2  

（ホ,(1),(ⅱ),b．と兼用） 

逃がし弁機能用アキュムレータ□2  

個  数    18 

容  量    約 15L/個 

自動減圧機能用アキュムレータ□2  

個  数    8 

容  量    約 200L/個 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AM 用切替装置（SRV） 

個  数    1④-3 

原子炉建屋ブローアウトパネル 

個  数    1 式 □2  

 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

逃がし安全弁用可搬型蓄電池□2  

個  数    1（予備 1） 

ただし，予備は 6号及び 7号炉共用 

容  量    約 2,100Wh 

 

 

 

認が可能な設計とする。◇5  

第 5.5－1 表 原子炉冷却材圧力バウンダ

リを減圧するための設備の主要機器仕様

◇6  

(1) 逃がし安全弁 

第 5.1－3 表 主蒸気系主要機器仕様に記

載する。 

(2) 逃がし弁機能用アキュムレータ 

個  数    18 

容  量    約 15L/個 

(3) 自動減圧機能用アキュムレータ 

個  数    8 

容  量    約 200L/個 

(4) 逃がし安全弁用可搬型蓄電池 

型  式    リチウムイオン電池 

個  数    1（予備 1） ただし，予

備は 6号及び 7号炉共用 

容  量    約 2,100Wh 

電  圧    135V 

使用箇所    原子炉建屋地下 1階 

保管場所    原子炉建屋地下 1階 

(5) AM 用切替装置（SRV） 

個  数    1◇1 （④-3） 

(6) 原子炉建屋ブローアウトパネル 

個  数    1 式◇6  

取付箇所    原子炉建屋地上 4階 

 

第 5.5－1 図 原子炉冷却材圧力バウンダ

リを減圧するための設備系統概要図（原子

炉減圧の自動化，手動による原子炉減圧，

代替直流電源設備による復旧，代替交流電

源設備による復旧）◇2  

第 5.5－2 図 原子炉冷却材圧力バウンダ

リを減圧するための設備系統概要図（可搬



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 61 条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備】 
 

要求事項との対比表 

61 条-19 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

 

 

 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

 

ヘ 計測制御系統施設の構造及び設備 

(5) その他の主要な事項 

(ⅹⅲ)原子炉冷却材圧力バウンダリを減

圧するための設備 

 

 原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の

状態であって，設計基準事故対処設備が有

する発電用原子炉の減圧機能が喪失した

場合においても炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損を防止するため，原子

炉冷却材圧力バウンダリを減圧するため

に必要な重大事故等対処設備を設置及び

保管する。□1 （①-1） 

 

 

 

 

 

 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧す

るための設備のうち，原子炉冷却材圧力バ

ウンダリが高圧時に炉心の著しい損傷及

び原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備として□1 （①-1），逃がし安全弁を

作動させる代替自動減圧ロジック（代替自

動減圧機能）及び高圧窒素ガス供給系を設

ける。①-3 

 逃 が し 安 全 弁 に つ い て は ，

ホ,(3),(ⅱ),b.(b) 原子炉冷却材圧力バ

ウンダリを減圧するための設備に記載す

る。□3  

a. フロントライン系故障時に用いる設

備 

型直流電源設備による逃がし安全弁の機

能回復，逃がし安全弁用可搬型蓄電池によ

る逃がし安全弁機能回復）◇2  

6. 計測制御系統施設 

6.8  原子炉冷却材圧力バウンダリを減

圧するための設備 

6.8.1  概要 

 原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の

状態であって，設計基準事故対処設備が有

する発電用原子炉の減圧機能が喪失した

場合においても炉心の著しい損傷及び原

子炉格納容器の破損を防止するため，原子

炉冷却材圧力バウンダリを減圧するため

に必要な重大事故等対処設備を設置及び

保管する。◇1 （①-1） 

 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧す

るための設備の説明図及び系統概要図を

第 6.8－1図及び第 6.8－2 図に示す。◇2  

 

6.8.2  設計方針 

 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧す

るための設備のうち，原子炉冷却材圧力バ

ウンダリが高圧時に炉心の著しい損傷及

び原子炉格納容器の破損を防止するため

の設備として，逃がし安全弁を作動させる

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機

能）及び高圧窒素ガス供給系を設ける。◇1

（①-1，①-3） 

 逃がし安全弁については，「5.5 原子炉

冷却材圧力バウンダリを減圧するための

設備」に記載する。◇2  

 

(1) フロントライン系故障時に用いる設

備 
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【第 61 条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備】 
 

要求事項との対比表 

61 条-20 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

 

 

 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

(a) 原子炉減圧の自動化 

 自動減圧機能が喪失した場合の重大事

故等対処設備として，代替自動減圧ロジッ

ク（代替自動減圧機能）は，原子炉水位低

（レベル 1）及び残留熱除去系ポンプ運転

（低圧注水モード）の場合に，逃がし安全

弁用電磁弁を作動させることにより，逃が

し安全弁を強制的に開放し，原子炉冷却材

圧力バウンダリを減圧させることができ

る設計とする。18 個の逃がし安全弁のう

ち，4個がこの機能を有②-2している。 

 

 

 

 なお，原子炉緊急停止失敗時に自動減圧

系が作動すると，高圧炉心注水系及び低圧

注水系から大量の冷水が注水され出力の

急激な上昇につながるため，自動減圧系の

起動阻止スイッチにより自動減圧系及び

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機

能）による自動減圧を阻止する。②-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 原子炉減圧の自動化 

 自動減圧機能が喪失した場合の重大事

故等対処設備として，代替自動減圧ロジッ

ク（代替自動減圧機能）を使用する。 

 代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機

能）は，原子炉水位低（レベル 1）及び残

留熱除去系ポンプ運転（低圧注水モード）

の場合に，逃がし安全弁用電磁弁を作動さ

せることにより，逃がし安全弁を強制的に

開放し，原子炉冷却材圧力バウンダリを減

圧させることができる設計とする。18 個

の逃がし安全弁のうち，4個がこの機能を

有している。◇1 （②-2） 

 

 なお，原子炉緊急停止失敗時に自動減圧

系が作動すると，高圧炉心注水系及び低圧

注水系から大量の冷水が注水され出力の

急激な上昇につながるため，自動減圧系の

起動阻止スイッチにより自動減圧系及び

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機

能）による自動減圧を阻止する。◇1 （②-

3） 

 

 主要な設備は，以下のとおりとする。 

・代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機

能）◇1 （②-3） 

・自動減圧系の起動阻止スイッチ◇1 （②-

3） 

 

 その他，設計基準事故対処設備である非

常用交流電源設備を重大事故等対処設備

（設計基準拡張）として使用し，◇4 設計基

準事故対処設備である逃がし安全弁を重

大事故等対処設備として使用する。◇1（①
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要求事項との対比表 

61 条-21 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

 

 

 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

b. サポート系故障時に用いる設備 

(a) 逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガ

ス喪失時の減圧 

 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧す

るための設備のうち，逃がし安全弁の機能

回復のための重大事故等対処設備として，

高圧窒素ガス供給系は，逃がし安全弁の作

動に必要な逃がし弁機能用アキュムレー

タ及び自動減圧機能用アキュムレータの

充填圧力が喪失した場合において，逃がし

安全弁の作動に必要な窒素ガスを供給で

きる設計とする。□1 （⑤-1） 

 

 なお，高圧窒素ガスボンベの圧力が低下

した場合は，現場で高圧窒素ガスボンベの

切替え及び取替えが可能な設計とする。□1

（⑤-3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1，①-2） 

(2) サポート系故障時に用いる設備 

a. 逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガ

ス喪失時の減圧 

 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧す

るための設備のうち，逃がし安全弁の機能

回復のための重大事故等対処設備として，

高圧窒素ガス供給系を使用する。 

 高圧窒素ガス供給系は，逃がし安全弁の

作動に必要な逃がし弁機能用アキュムレ

ータ及び自動減圧機能用アキュムレータ

の充填圧力が喪失した場合において，逃が

し安全弁の作動に必要な窒素ガスを供給

できる設計とする。◇1 （⑤-1） 

 なお，高圧窒素ガスボンベの圧力が低下

した場合は，現場で高圧窒素ガスボンベの

切替え及び取替えが可能な設計とする。◇1

（⑤-3） 

 主要な設備は，以下のとおりとする。 

・高圧窒素ガスボンベ◇3 （⑤-2） 

 

 本系統の流路として，高圧窒素ガス供給

系の配管及び弁並びに逃がし弁機能用ア

キュムレータ及び自動減圧機能用アキュ

ムレータを重大事故等対処設備として使

用する。◇3 （⑤-4） 

 その他，設計基準事故対処設備である逃

がし安全弁を重大事故等対処設備として

使用する。◇1 （①-1，①-2） 

 非常用交流電源設備については，「10.1 

非常用電源設備」に記載する。◇2  

6.8.2.1  多様性，位置的分散 

 基本方針については，「1.1.7.1 多様

性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。
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要求事項との対比表 

61 条-22 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

 

 

 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇5  

 代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機

能）は，自動減圧系と共通要因によって同

時に機能を損なわないよう，論理回路をア

ナログ回路で構築することで，ディジタル

回路で構築する自動減圧系に対して多様

性を有する設計とする。◇5  

 代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機

能）は，他の設備と電気的に分離すること

で，共通要因によって同時に機能を損なわ

ない設計とする。◇5  

 代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機

能）は，自動減圧系と共通要因によって同

時に機能を損なわないよう，自動減圧系の

制御盤と位置的分散を図る設計とする。◇5  

 高圧窒素ガスボンベは，予備のボンベも

含めて，原子炉建屋内の原子炉区域外に分

散して保管及び設置することで，原子炉格

納容器内の自動減圧機能用アキュムレー

タ及び逃がし弁機能用アキュムレータと

共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう位置的分散を図る設計とする。◇5  

 

6.8.2.2  悪影響防止 

 基本方針については，「1.1.7.1 多様

性，位置的分散，悪影響防止等」に示す。

◇5  

 代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機

能）の論理回路は，自動減圧系とは別の制

御盤に収納することで，自動減圧系に悪影

響を及ぼさない設計とする。◇5  

 代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機

能）は，原子炉水位低（レベル 1）及び残

留熱除去系ポンプ吐出圧力高の検出器か
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要求事項との対比表 

61 条-23 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

 

 

 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

らの入力信号並びに論理回路からの逃が

し安全弁用電磁弁制御信号を自動減圧系

と共用するが，自動減圧系と電気的な隔離

装置を用いて信号を分離することで，自動

減圧系に悪影響を及ぼさない設計とする。

◇5  

 代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機

能）は，他の設備と電気的に分離すること

で，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。◇5  

 自動減圧系の起動阻止スイッチは，代替

自動減圧ロジック（代替自動減圧機能）と

自動減圧系で阻止スイッチ（ハードスイッ

チ）を共用しているが，スイッチの接点で

分離することで，自動減圧系に悪影響を及

ぼさない設計とする。◇5  

 高圧窒素ガス供給系は，通常時は弁によ

り他の系統と隔離し，弁操作等により重大

事故等対処設備としての系統構成とする

ことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設

計とする。◇5  

 

6.8.2.3  容量等 

 基本方針については，「1.1.7.2 容量

等」に示す。◇5  

 代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機

能）は，想定される重大事故等時において，

炉心の著しい損傷を防止するために作動

する回路であることから，炉心が露出しな

いように有効燃料棒頂部より高い設定と

して，原子炉水位低（レベル 1）の信号の

計器誤差を考慮して確実に作動する設計

とする。また，逃がし安全弁が作動すると

冷却材が放出され，その補給に残留熱除去
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要求事項との対比表 

61 条-24 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

 

 

 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

系による注水が必要であることから，原子

炉水位低（レベル 1）及び残留熱除去系ポ

ンプ運転（低圧注水モード）の場合に作動

する設計とする。◇5  

 高圧窒素ガス供給系の高圧窒素ガスボ

ンベは想定される重大事故等時において，

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の

破損を防止するため，逃がし安全弁を作動

させ，原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧

させるために必要となる容量を有するも

のを 1セット 5個使用する。保有数は，1

セット 5個に加えて，故障時及び保守点検

による待機除外時のバックアップ用とし

て 20個の合計 25 個を保管する。◇5  

 

6.8.2.4  環境条件等 

 基本方針については，「1.1.7.3 環境条

件等」に示す。◇5  

 代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機

能）は，中央制御室及び原子炉建屋原子炉

区域内に設置し，想定される重大事故等時

における環境条件を考慮した設計とする。

◇5  

 自動減圧系の起動阻止スイッチは，中央

制御室に設置し，想定される重大事故等時

における環境条件を考慮した設計とする。

自動減圧系の起動阻止スイッチの操作は，

中央制御室で可能な設計とする。◇5  

 高圧窒素ガス供給系は，想定される重大

事故等時において，原子炉格納容器の圧力

が設計圧力の 2 倍となった場合において

も逃がし安全弁を確実に作動するために

必要な圧力を供給可能な設計とする。◇5  

 高圧窒素ガス供給系の高圧窒素ガスボ
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要求事項との対比表 

61 条-25 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 
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【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

 

 

 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ンベは，原子炉建屋内の原子炉区域外に保

管及び設置し，想定される重大事故等時に

おける環境条件を考慮した設計とする。◇5  

 高圧窒素ガスボンベの予備との取替え

及び常設設備との接続は，想定される重大

事故等時において，設置場所で可能な設計

とする。◇5  

 

6.8.2.5  操作性の確保 

 基本方針については，「1.1.7.4 操作性

及び試験・検査性」に示す。◇5  

 代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機

能）は，想定される重大事故等時において，

他の系統と切り替えることなく使用でき

る設計とする。代替自動減圧ロジック（代

替自動減圧機能）は，原子炉水位低（レベ

ル 1）及び残留熱除去系ポンプ運転（低圧

注水モード）の場合に，4個の逃がし安全

弁を確実に作動させる設計とすることで，

操作が不要な設計とする。なお，原子炉水

位低（レベル 1）の検出器は多重化し，作

動回路のトリップチャンネルは「2 out of 

3」論理とし，信頼性の向上を図った設計

とする。◇5  

 自動減圧系の起動阻止スイッチは，想定

される重大事故等時において，中央制御室

にて操作が可能な設計とする。◇5  

 高圧窒素ガス供給系は，想定される重大

事故等時において，通常時の系統構成から

接続，弁操作等により速やかに切り替えら

れる設計とし，系統構成に必要な弁は，設

置場所での手動操作が可能な設計とする。

◇5  

 高圧窒素ガス供給系の高圧窒素ガスボ
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要求事項との対比表 

61 条-26 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 
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実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ンベは，人力による運搬が可能な設計と

し，屋内のアクセスルートを通行してアク

セス可能な設計とするとともに，設置場所

にて固縛による固定等が可能な設計とす

る。◇5  

 高圧窒素ガスボンベを接続する接続口

については，簡便な接続とし，一般的に用

いられる工具を用いて確実に接続するこ

とができる設計とする。◇5  

 

6.8.3  主要設備及び仕様 

 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧す

るための設備の主要機器仕様を第 6.8－1

表に示す。◇2  

 

6.8.4  試験検査 

 基本方針については，「1.1.7.4 操作性

及び試験・検査性」に示す。◇5  

 代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機

能）は，発電用原子炉の停止中に機能・性

能確認として，模擬入力による論理回路の

動作確認（阻止スイッチの機能確認を含

む），校正及び設定値確認が可能な設計と

する。◇5  

 高圧窒素ガス供給系は，発電用原子炉の

停止中に機能・性能の確認として，系統の

供給圧力の確認及び漏えいの有無の確認

が可能な設計とする。◇5  

 また，高圧窒素ガス供給系の高圧窒素ガ

スボンベは，発電用原子炉の運転中又は停

止中に規定圧力の確認及び外観の確認が

可能な設計とする。◇5  

 

 



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-7 

【第 61 条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備】 
 

要求事項との対比表 

61 条-27 

様式-7 

赤色：様式-6 に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置変更許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

茶色：設置変更許可と基本設計方針（後）との対比 

緑色：技術基準規則と基本設計方針（後）との対比 

 

【○○条○○】：関連する資料と基本設計方針を紐づけるための付番 

 ＜関連する資料＞ 

  ・様式-1 への展開表（補足説明資料） 

  ・技術基準要求機器リスト（設定根拠に関する説明書 別添-1） 

       ：前回提出時からの変更箇所 

 

 

 

実用発電用原子炉及びその附属

施設の技術基準に関する規則 

設工認申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置変更許可，技術基準規則

及び基本設計方針との対比 
備 考 

 

 

 

 

［常設重大事故等対処設備］ 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機

能）□2  

個  数    1 

自動減圧系の起動阻止スイッチ□2  

個  数    1 

［可搬型重大事故等対処設備］ 

高圧窒素ガスボンベ□2  

個  数    5（予備 20） 

容  量    約 47L/個 

充填圧力    約 15MPa[gage]  

 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

第 6.8－1 表 原子炉冷却材圧力バウンダ

リを減圧するための設備の主要機器仕様 

◇6  

 

(1) 代替自動減圧ロジック（代替自動減圧

機能） 

個  数    1 

(2) 自動減圧系の起動阻止スイッチ 

個  数    1 

(3) 高圧窒素ガスボンベ 

個  数    5（予備 20） 

容  量    約 47L/個 

充填圧力    約 15MPa[gage] 

使用箇所    原子炉建屋地上 4階 

保管場所    原子炉建屋地上 4階 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 



 

 

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-6 

【第 61 条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備】 
様式-6 

61 条－1 

―：該当なし 

※：条文全体に関わる説明書 

あ：前回提出時からの変更箇所 

各条文の設計の考え方 

第 61条（原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備） 

1.1 技術基準規則の条文，解釈への適合性に関する考え方 

No. 
基本設計方針で 

記載する事項 
適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 説明資料等 

① 

原子炉冷却材圧力バ

ウンダリを減圧する

ために必要な設備の

施設 

技術基準規則の要求事項及びその

解釈を受けている内容を記載する。 
1 項 

1(1)a)，

1(2)b) 
b,d,e,g,h 

② 原子炉減圧の自動化 
技術基準規則の要求事項及びその

解釈を受けている内容を記載する。 
1 項 1(1)a) b,d,f,g,h 

③ 
手動による原子炉減

圧 

技術基準規則の要求事項を受けて

いる内容を記載する。 
1 項 ― b,d,f 

④ 
常設直流電源系統喪

失時の減圧 

技術基準規則の要求事項及びその

解釈を受けている内容を記載する。 
1 項 1(2)a) a,b,f,i 

⑤ 

逃がし安全弁の作動

に必要な窒素ガス喪

失時の減圧 

技術基準規則の要求事項及びその

解釈を受けている内容を記載する。 

なお，重大事故等対処設備として使

用する流路についても記載する。 

1 項 1(2)b) b,e,f 

⑥ 

代替電源設備を用い

た逃がし安全弁の復

旧 

技術基準規則の要求事項及びその

解釈を受けている内容を記載する。 
1 項 ― b,d,f 

⑦ 

炉心損傷時における

高圧溶融物放出／格

納容器雰囲気直接加

熱の防止 

技術基準規則の要求事項を受けて

いる内容を記載する。 
1 項 ― b,d,f 

⑧ 

インターフェイスシ

ステム LOCA 発生時に

用いる設備 

技術基準規則の要求事項を受けて

いる内容を記載する。 
1 項 ― b,c,d,f 

⑨ 

逃がし安全弁の重大

事故等時の環境条件

における確実な作動 

技術基準規則の要求事項及びその

解釈を受けている内容を記載する。 
1 項 1(2)c) c,d 

⑩ 
重大事故等対処設備 

（設計基準拡張） 

重大事故等対処設備（設計基準拡

張）を使用する旨を記載する。 
1 項 ― d,f 

1.2 技術基準規則第 54条への適合性に関する考え方 



 

 

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-6 

【第 61 条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備】 
様式-6 

61 条－2 

―：該当なし 

※：条文全体に関わる説明書 

あ：前回提出時からの変更箇所 

No. 
基本設計方針で 

記載する事項 
適合性の考え方（理由） 項・号 解釈 説明資料等 

Ⅰ 多様性，位置的分散等 
多様性，位置的分散等に関する基本

方針の呼び込み先を記載する。 
― ― c 

Ⅱ 悪影響防止 
悪影響防止に関する基本方針の呼

び込み先を記載する。 
― ― c 

Ⅲ 共用の禁止 共用の禁止に関連する記載なし。 ― ― c 

Ⅳ 容量等 
容量等に関する基本方針の呼び込

み先を記載する。 
― ― b,g 

Ⅴ 環境条件等 
環境条件等に関する基本方針の呼

び込み先を記載する。 
― ― c 

Ⅵ 操作性の確保 
操作性の確保に関する基本方針の

呼び込み先を記載する。 
― ― c 

Ⅶ 試験検査 
試験検査に関する基本方針の呼び

込み先を記載する。 
― ― c 

 2. 設置許可本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

No. 項目 考え方 説明資料等 

□1  
設置許可本文内の重

複記載 

設置許可本文内にある同趣旨の記載を採用するため記載

しない。 
― 

□2  仕様 要目表，図面，説明書として整理するため記載しない。 ― 

□3  
文章，表又は図の呼

込み 

設置許可内での文章，表又は図の呼込みであるため記載し

ない。 
― 

 3. 設置許可添八のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

No. 項目 考え方 説明資料等 

◇1  
設置許可本文との重

複記載 

設置許可本文にある同趣旨の記載を採用するため記載し

ない。 
― 

◇2  
文章，表又は図の呼込

み 

設置許可内での文章，表又は図の呼込みであるため記載し

ない。 
― 

◇3  
設置許可添八内の重

複記載 

設置許可添八内にある同趣旨の記載を採用するため記載

しない。 
― 

◇4  
非常用交流電源設備

の使用 

非常用交流電源設備を重大事故等対処設備（設計基準拡

張）として使用する旨は第 72 条に包括して記載するため

記載しない。 

― 

◇5  
設備の健全性に関す

る記載 

設備の健全性に関する記載は第 54 条に包括して記載する

ため記載しない。 
― 



 

 

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式-6 

【第 61 条 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備】 
様式-6 

61 条－3 

―：該当なし 

※：条文全体に関わる説明書 

あ：前回提出時からの変更箇所 

◇6  仕様 要目表，図面，説明書として整理するため記載しない。 ― 

4. 詳細な検討が必要な事項 

No. 記載先 

a 単線結線図 

b 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

c 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書 

d 原子炉冷却系統施設に係る機器の配置を明示した図面及び系統図 

e 計測制御系統施設に係る機器の配置を明示した図面及び系統図 

f 構造図 

g 
工学的安全施設等の起動（作動）信号の起動（作動）回路の説明図及び設定値の根拠に関する説

明書 

h 発電用原子炉の運転を管理するための制御装置に係る制御方法に関する説明書 

i 非常用電源設備に係る機器の配置を明示した図面 

※ 発電用原子炉の設置の許可（本文（五号））との整合性に関する説明書 

※ 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書 

 


